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**2017年 5月改訂（新記載要領に基づく改訂 第 5版）                                              医療機器届出番号：14B1X00006000023 
*2014年 9月 8日改訂（第 4版） 

器 66 歯科用練成器 

一般医療機器 歯科用練成器具 70682000 

 

ミ キ シ ン グ チ ッ プ  
再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

 

再使用禁止 

 

 

【形状・構造及び原理等】* 

 

 ミキシングチップ(サイズ：50mL用 SSS、SS、Ｓ、10mL用) 

50mL用            10mL用 

 

 

 

 

イントラオーラルチップ（サイズ：50mL用 SS、10mL用） 

50mL用            10mL用 

（ミキシングチップ SSサイズ用） 

 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

 

歯科材料を練和又は混和する器具で、注入機能を有する。 

 

【使用方法等】 

 

 本品は歯科材料カートリッジに接続して使用する。 

 

1. ディスペンサー（カートリッジガン）にカートリッジをセット

し、キャップを外す。カートリッジにミキシングチップを取り

付ける。 

2. 直接口腔内へ歯科材料を注入する際は、必要に応じてミキシン

グチップ先端にイントラオーラルチップを取り付ける。 

50mL 用のイントラオーラルチップは 50mL 用 SS サイズのミキシ

ングチップに、10mL用のイントラオーラルチップは 10mL用のミ

キシングチップに組み合せて使用する。 

3. ディスペンサーを操作し、材料を練和及び混和し、注入する。 

4.  使用後、カートリッジに残っている材料を引き続き次回に使用

する場合は、次回使用時までミキシングチップをはめたまま保

管することが可能である。材料がミキシングチップの中で硬化

し、キャップの役割を果す。 

 

「使用方法に関連する使用上の注意」 

 

・ミキシングチップと適合しないイントラオーラルチップは使用し

ないこと。 

・あらかじめ口腔外で接続部に緩みがないことを確認してから使用

すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認

すること。 

 

【使用上の注意】 

 

・ 使用前に必ず点検し、損傷、変形、変質等のあるものは使用しな

いこと。 

・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外の使用はしないこと。  

・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

・ 廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従うこと。 

 

 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 

・ 外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。 

・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **
 

 

製造販売業者：フィード株式会社 

商品インフォメーションデスク 

        電話 0120-004-504 

 

製造業者  ：シュルツァー ミックスパック エージー（スイス） 

（Sulzer Mixpac AG） 

 


